南米４カ国等における琉球諸語収録事業実施要領
【主　催】　　社団法人沖縄県対米請求権事業協会
【主　旨】　　 　琉球文化圏には日本語以外に6語の国際的な基準での独立言語があるが、琉球諸島文化の基層を形成する多様な言語群の継承に資するため琉球諸語継承事業を実施します。特に南米４カ国に移住した先人が当時の琉球諸語を残存しているためそれらの言語を収録します。
【 内容 】       　南米４カ国およびロサンゼルスで琉球諸語による移民体験談等を琉球諸語専門部員によるインタビューで録音機により収録作業を実施する。　
　　　　　　　　　　　　　なお、収録に協力された方には、謝礼金を支払います。　　　　　　　　　　　　
【実　施　地　区】　　　　ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、ペルー及びロサンゼルスで琉球諸語の収録を実施する。
【実　施　期　間】　　 　　平成２３年７月５日（火）～８月４日（木）　　　　　　　　　　　 
【派　遣　人　員】　　　　琉球諸語継承事業審査専門部員（２人）
事務局（１人）　　　　　　　　　合　計３人
【申　込　期　間】　　　申込用紙は、各県人会役員へ平成２３年６月３０日までに送
付すること。
【作 品 集 刊 行】　   収録された諸語はＣＤ化し、琉球諸語の入選作品と一緒に作品
集を刊行します。　　　　　　　　　　　
【お問い合わせ先】
〒900－0029　那覇市旭町　116－37　自治会館6階
（社）沖縄県対米請求権事業協会
地域振興部長　神　谷　良　昌　
TEL：098－862－9390　／　FAX：098－862－9396
琉球諸語収録希望申込書
	申 込 者 名
	

	現　　住　　所
	国　　　　　　　郡　　　　　市町村

	沖縄県内の出身市町村名
	沖縄県　　　　　　市町村　　　　　字

	題　名
１）私の移民体験
２）私の家族について
３）幼少の思い出
４）沖縄への思い
５）その他
	※話す内容のあらすじを簡単に書いてください。


注：収録は３０分程度であなたの生まれ故郷のウチナーグチだけで話してください。
　
南米４カ国等三線鑑定事業実施要領
【　主　　　催　】　　社団法人沖縄県対米請求権事業協会
【　趣　　　旨　】　　 　琉球音楽の楽器として使われている三線は広く昔から県民
　　　　　　　　　　　　　　　に親しまれ 移民の時代にも多くの三線が南米に渡っており、そ
の作品の文化的、芸術的な価値を再認識する為に鑑定する。
【 内容 】     　戦前から戦後にかけて南米に渡った三線の鑑定を沖縄の専門家を派遣し無料で鑑定する。
【実　施　地　区】　　　ブラジル、アルゼンチン、ボリビア、ペルー及びロサンゼルスで鑑定をする。
【実　施　期　間】　　　平成２３年７月５日（火）～８月４日（木）
　　　　　　　　　　　 
【派　遣　人　員】　　　三線鑑定専門員（３人）
【申　込　期　間】　　　申込用紙は、各県人会役員へ平成２３年６月３０日までに送
付すること。
【お問い合わせ先】
〒900－0029　那覇市旭町　116－37　自治会館6階
（社）沖縄県対米請求権事業協会　
地域振興部長　神　谷　良　昌　
TEL：098－862－9390　／　FAX：098－862－9396
三線鑑定申込書
	申込者名
	

	住　　所
	国　　　　　　　郡　　　　　市町村

	沖縄県内出身市町村名
	沖縄県　　　　　　市町村　　　　　字

	あなたの持っている三線にまつわるエピソード
１）入手経路（例：祖父から受け継ぐ、友人からの贈り物、沖縄で購入等）
２）逸話（例：その三線にまつわるおもしろい話や思いで等）
３）その他
	


